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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成25年2月14日(2013.2.14)

【公開番号】特開2011-100090(P2011-100090A)
【公開日】平成23年5月19日(2011.5.19)
【年通号数】公開・登録公報2011-020
【出願番号】特願2009-298584(P2009-298584)
【国際特許分類】
   Ｇ０９Ｆ   9/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1335   (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/02     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   3/00     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  35/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３１３　
   Ｇ０２Ｆ   1/1335  　　　　
   Ｇ０９Ｆ   9/00    ３５７　
   Ｈ０５Ｂ  33/02    　　　　
   Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ   3/00    　　　Ａ
   Ｇ０３Ｂ  35/18    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成24年12月21日(2012.12.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素を用いて画像を形成する表示方法であって、
　複数の前記画素からの光束を観察者の眼の瞳に投影し、
　前記瞳に入射する前記光束の径は、前記瞳の径よりも小さいことを特徴とする表示方法
。
【請求項２】
　一つの前記画素から発する光を、互いに分離した複数の光束として投射し、
　前記複数の光束のうちの少なくとも一つの光束を、前記観察者の眼の瞳に入射させるこ
とを特徴とする請求項１に記載の表示方法。
【請求項３】
　一つの前記画素に複数の光射出点を設けることにより、互いに分離した複数の前記光束
を形成することを特徴とする請求項１または２に記載の表示方法。
【請求項４】
　前記画素から発する光を、前記画素に対応するレンズによって光束に形成することを特
徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の表示方法。
【請求項５】
　複数の前記光束のうち、一つ以上で、且つ四つ以下の前記光束が、前記観察者の瞳に入
射するよう前記光射出点を配置していることを特徴とする請求項３または４に記載の表示
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方法。
【請求項６】
　前記観察者の瞳に入射する前記光束の径は０．５ｍｍから２ｍｍまでであることを特徴
とする請求項１～５のいずれか一項に記載の表示方法。
【請求項７】
　前記レンズによって前記光射出点を、前記レンズの位置よりも２００ｍｍ以遠に投影す
ることを特徴とする請求項４～６のいずれか一項に記載の表示方法。
【請求項８】
　互いに分離した複数の前記光束のうち、最も近接する光束どうしが相互に成す角は０．
５８度以下であることを特徴とする請求項２～７のいずれか一項に記載の表示方法。
【請求項９】
　該複数の光射出点は、複数の開口を有するマスクを用いて形成することを特徴とする請
求項３～８のいずれか一項に記載の表示方法。
【請求項１０】
　複数の画素を有する画像を表示する表示装置において、
　前記各画素に対応して複数の光射出点が形成され、
　前記各画素に対応するレンズを有するマイクロレンズアレイが設けられたことを特徴と
する表示装置。
【請求項１１】
　複数の画素を有する画像を表示する表示装置において、
　前記各画素に複数の光射出点が形成され、
　前記光射出点から発する光を複数の光束に形成するレンズを有するマイクロレンズアレ
イが設けられたことを特徴とする表示装置。
【請求項１２】
　前記複数の画素の配列が、表示される画像の配列であることを特徴とする請求項１０ま
たは１１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　複数の前記光射出点から発する光を、前記画素に対応する前記レンズによって光束を形
成することを特徴とする請求項１０または１１に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記光束を、前記表示装置を使用する観察者の瞳に入射させることにより像を生じせし
めることを特徴とする請求項１０～１３のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１５】
　複数の前記光射出点からの光束の径は、前記観察者の眼の瞳の径よりも小さいことを特
徴とする請求項１０～１４のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１６】
　前記マイクロレンズアレイによって、前記光射出点を、前記表示装置を使用する観察者
の眼の瞳の位置に投影することを特徴とする請求項１０～１５のいずれか一項に記載の表
示装置。
【請求項１７】
　複数の前記光束のうち、一つ以上で、且つ四つ以下の前記光束が、前記観察者の瞳に入
射するよう前記光射出点を配置していることを特徴とする請求項１０～１４のいずれか一
項に記載の表示装置。
【請求項１８】
　前記光射出点の間隔は、光射出点の大きさの２倍より大きいことを特徴とする請求項１
０～１７のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項１９】
　前記表示装置を使用する前記観察者の瞳に入射する前記光束の径は０．５ｍｍから２ｍ
ｍまでであることを特徴とする請求項１０～１８のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項２０】
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　前記レンズによって前記光射出点を、前記レンズの位置よりも２００ｍｍ以遠に投影す
ることを特徴とする請求項１０～１９のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項２１】
　前記マイクロレンズアレイが有する各レンズの大きさは５０～５００μｍであることを
特徴とする請求項１０～２０のいずれか一項に記載の表示装置。
【請求項２２】
　前記画素の大きさが５００μｍ以下であることを特徴とする請求項１０～２１のいずれ
か一項に記載の表示装置。
【請求項２３】
　複数の前記光射出点は開口で構成されていることを特徴とする請求項１０～２２のいず
れか一項に記載の表示装置。
【請求項２４】
　前記開口はマスク上に設けられていることを特徴とする請求項２３に記載の表示装置。
【請求項２５】
　前記マスクは、前記画素の位置よりも前記マイクロレンズ側の位置に設けられているこ
とを特徴とする請求項２４に記載の表示装置。
【請求項２６】
　前記画素は液晶で構成されていることを特徴とする請求項１０～２５のいずれか一項に
記載の表示装置。
【請求項２７】
　前記マスクは、前記液晶の位置よりも導光板側の位置に配置されていることを特徴とす
る請求項２６に記載の表示装置。
【請求項２８】
　前記マスクの前記導光板側の面は反射面で構成されていることを特徴とする請求項２７
に記載の表示装置。
【請求項２９】
　前記画素は有機ＥＬデバイスで構成されていることを特徴とする請求項１０～２５のい
ずれか一項に記載の表示装置。
【請求項３０】
　複数のレンズからなるマイクロレンズアレイと、
　前記レンズの一つずつに応じて複数の開口を有するマスクと、を有する光学ユニット。
【請求項３１】
　前記マスクは前記マイクロレンズアレイに一体的に形成されていることを特徴とする請
求項３０に記載の光学ユニット。
【請求項３２】
　前記レンズによって前記マスクの像を前記レンズよりも２００ｍｍ以遠に投影すること
を特徴とする請求項３０または３１に記載の光学ユニット。
【請求項３３】
　前記レンズの大きさは５０～５００μｍであることを特徴とする請求項３０～３２のい
ずれか一項に記載の光学ユニット。
【請求項３４】
　前記マイクロレンズアレイは、柔軟性を有する材料で成ることを特徴とする請求項３０
～３３のいずれか一項に記載の光学ユニット。
【請求項３５】
　複数の画素を有する画像を表示する表示装置の製造方法であって、
　前記画素に対応する範囲に複数の光射出点を設ける工程と、
　複数の前記射出点の近傍にマイクロレンズアレイを形成する工程とを有する表示装置の
製造方法。
【請求項３６】
　複数の光射出点を前記画素上に印刷で形成することを特徴とする請求項３５に記載の表
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示装置の製造方法。
【請求項３７】
　前記マイクロレンズアレイはナノインプリントによって形成されることを特徴とする請
求項３５又は３６に記載の表示装置の製造方法。
【請求項３８】
　前記光射出点が、前記画像に印刷で形成されることを特徴とする請求項３５～３７のい
ずれか一項に記載の表示装置の製造方法。
【請求項３９】
　前記マイクロレンズアレイを前記画像に接合する工程を有することを特徴とする請求項
３５～３８のいずれか一項に記載の表示装置の製造方法。
【請求項４０】
　前記光射出点から発する光を画素に対応するレンズによって光束に形成する工程を有す
ることを特徴とする請求項３５～３９のいずれか一項に記載の表示装置の製造方法。
【請求項４１】
　複数の前記光射出点からの光束の径は、前記表示装置を使用する観察者の眼の瞳の径よ
りも小さいことを特徴とする請求項３５～４０のいずれか一項に記載の表示装置の製造方
法。
【請求項４２】
　複数の前記光射出点の光束のうち、一つ以上で、且つ四つ以下の前記光束が、前記観察
者の瞳に入射するよう前記光射出点を配置していることを特徴とする請求項３５～４１の
いずれか一項に記載の表示装置の製造方法。
【請求項４３】
　前記表示装置を使用する前記観察者の瞳に入射する前記光束の径は０．５ｍｍから２ｍ
ｍまでであることを特徴とする請求項４１又は４２に記載の表示装置の製造方法。
【請求項４４】
　前記レンズによって前記光射出点を、前記レンズの位置よりも２００ｍｍ以遠に投影す
ることを特徴とする請求項４１～４３のいずれか一項に記載の表示装置の製造方法。
【請求項４５】
　前記レンズの大きさが５０～５００μｍであることを特徴とする請求項３５～４４のい
ずれか一項に記載の表示装置の製造方法。
【請求項４６】
　請求項１０～２９のいずれか一項に記載の表示装置を備えることを特徴とする電子機器
。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２３】
　細かいドット３１は光射出点に相当し、表面からの光を反射する。あるいは、背面から
の光を透過する。作用、効果は前述の実施例と同様である。
　このように、印刷と同程度のコストで被写界深度の深い印刷物を提供できる。すなわち
、老眼の人や近視の人が見やすい印刷物を提供できる。
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